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附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」とい

う。）及び行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）に基づく防衛装備庁

における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並び

に行政機関等匿名加工情報の提供の手続等について必

要な事項を定めるものとする。



（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 長官 防衛装備庁長官をいう。

⑵ 個人情報 個人情報保護法第２条第１項に規定す

る個人情報をいう。

⑶ 行政機関等 個人情報保護法第２条第１１項に規

定する行政機関等をいう。

⑷ 特定個人情報 番号法第２条第８項に規定する特

定個人情報をいう。

⑸ 保有個人情報 個人情報保護法第６０条第１項に

規定する保有個人情報をいう。

⑹ 個人情報ファイル簿 個人情報保護法第７５条第

１項（個人情報保護法第１１０条及び第１１７条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定に基づき作成された個人情報ファイル簿をいう。

⑺ 行政機関等匿名加工情報 個人情報保護法第６０

条第３項に規定する行政機関等匿名加工情報をい



う。

⑻ 行政機関の長等 個人情報保護法第６３条に規定

する行政機関の長等をいう。

⑼ 開示請求書 個人情報保護法第７７条第１項各号

に掲げる事項を記載した書面をいう。

⑽ 訂正請求書 個人情報保護法第９１条第１項各号

に掲げる事項を記載した書面をいう。

⑾ 利用停止請求書 個人情報保護法第９９条第１項

各号に掲げる事項を記載した書面をいう。

⑿ 提案書 個人情報保護法第１１２条第１項及び第

１１８条第１項に規定する提案（以下単に「提案」

という。）を記載した書面をいう。

（防衛装備庁個人情報保護管理者及び防衛装備庁個人

情報保護室）

第３条 防衛装備庁における保有個人情報の開示、訂正

及び利用停止並びに行政機関等匿名加工情報の提供に

関する事務を総括する者を「防衛装備庁個人情報保護

管理者」という。



２ 防衛装備庁個人情報保護管理者は、長官官房審議官

をもって充てる。

３ 防衛装備庁個人情報保護管理者を補佐し、防衛装備

庁の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに行

政機関等匿名加工情報の提供に関する事務の総合調整

等を行う部局を「防衛装備庁個人情報保護室」 (以下

「個人情報保護室」という。 )という。

４ 個人情報保護室は、長官官房総務官とする。

（施設等機関個人情報保護責任者）

第４条 施設等機関において、当該機関の保有個人情報

の開示、訂正及び利用停止並びに行政機関等匿名加工

情報の提供に関する事務に責任を有するものを「施設

等機関個人情報保護責任者」という。

２ 次の表の左欄に掲げる施設等機関ごとに、施設等機

関個人情報保護責任者を置き、それぞれ同表の右欄に

掲げる者とする。

施設等機関 施設等機関個人情報保護責任者

航空装備研究所 航空装備研究所長



陸上装備研究所 陸上装備研究所長

艦艇装備研究所 艦艇装備研究所長

新世代装備研究所 新世代装備研究所長

防衛イノベーショ 防衛イノベーション科学技術研

ン科学技術研究所 究所長

千歳試験場 千歳試験場長

下北試験場 下北試験場長

岐阜試験場 岐阜試験場長

（関係部局の協力等）

第５条 防衛装備庁における保有個人情報の開示、訂正

及び利用停止並びに行政機関等匿名加工情報の提供の

手続等を円滑に進めるため、関係部局は、相互に協力

し、適切に事務を遂行するものとする。

２ 関係部局は、個人情報保護法に基づく開示請求、訂

正請求及び利用停止請求並びに行政機関等匿名加工情

報の提供を容易にするため、防衛装備庁における保有

個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに行政機関等

匿名加工情報の提供に関する情報の提供に努めるもの



とする。

（個人情報ファイル簿の整備）

第６条 個人情報保護室は、防衛装備庁の保有する個人

情報及び個人番号の安全管理等に関する訓令（令和４

年防衛装備庁訓令第３号）第２５条第１項から第５項

までの規定に基づき個人情報ファイル簿を作成された

場合、当該個人情報ファイル簿を常備し、閲覧に供す

るものとする。

２ 個人情報保護室は、個人情報ファイル簿について、

インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用

する方法により公表するものとする。

第２章 開示

第１節 開示請求受付

（開示請求書）

第７条 開示請求書は、様式第１に定める書式を標準と

する。

２ 任意代理人（個人情報保護法第７６条第２項に規定

する本人の委任による代理人をいう。以下同じ。）が



開示請求する場合は、前項に規定する開示請求書と併

せて、様式第２に定める書式を標準とする委任状を提

出させるものとする。ただし、特定個人情報に係る開

示請求については、様式第３に定める書式を標準とす

る委任状を提出させるものとする。

（個人情報保護室における情報提供）

第８条 個人情報保護室は、開示請求者（開示請求をし

た者をいう。以下同じ）が開示を望む保有個人情報の

特定に資する情報を提供するよう努めるものとする。

この場合において、個人情報保護室は、開示請求者が

第６条の個人情報ファイル簿の閲覧を適切に行えるよ

う、所要の教示を行うものとする。

（個人情報保護室における開示請求書の受付等）

第９条 個人情報保護室は、開示請求者が提示する開示

請求書に記入漏れ、明らかな誤記入等の不備がない

か、及び開示請求者が開示請求に係る保有個人情報の

本人又は本人の法定代理人（個人情報保護法第７６条

第２項に規定する法定代理人をいう。以下同じ。）若



しくは任意代理人であるかを確認した上で当該開示請

求書に受付印を押印し、その写しを開示請求者に交付

するものとする。

（送付による開示請求書の受付）

第１０条 開示請求書が送付により提出された場合、個

人情報保護室は、当該開示請求書に記入漏れ、明らか

な誤記入等の不備がないか、及び開示請求者が開示請

求に係る保有個人情報の本人又は本人の法定代理人若

しくは任意代理人であるかを確認した上で、当該開示

請求書が当該個人情報保護室に到達した日を受付日と

して受付印を押印し、その写しを開示請求者に送付す

るものとする。

（特定個人情報の開示請求に係る手数料の免除申請

書）

第１１条 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律施行令（平成２６年政令

第１５５号）第３３条第２項に規定する開示請求に係

る手数料の免除の申請書（以下「手数料免除申請書」



という。）は、様式第４に定める書式を標準とする。

（個人情報保護室における特定個人情報の開示請求に

係る手数料の免除申請書の受付）

第１２条 個人情報保護室は、手数料免除申請書に不備

がないことを確認した上で当該申請書に受付印を押印

し、その写しを開示請求者に送付するものとする。

（特定個人情報の開示請求に係る手数料の免除の決定

等通知）

第１３条 長官は、前条の規定により受け付けられた手

数料免除申請書について、番号法第２９条第１項の規

定により読み替えて適用する個人情報保護法第８９条

第２項の規定により、免除する旨を決定したときは様

式第５に定める書式により、免除をしない旨を決定し

たときは様式第６に定める書式により、それぞれ開示

請求者に通知するものとする。

第２節 開示の決定等

（補正依頼の実施）

第１４条 個人情報保護室は、必要と認める場合は、開



示請求者に対し、補正依頼を実施し、又は官房各部若

しくは施設等機関に補正依頼を実施させるものとす

る。

（保有個人情報の特定）

第１５条 個人情報保護室は、開示請求された保有個人

情報を特定し、当該保有個人情報の開示に関する事務

を実施することが最も適当と考えられる官房各部及び

当該保有個人情報に関係を有する施設等機関に特定し

た旨を通知するものとする。

（移送）

第１６条 長官は、特定された開示請求に係る保有個人

情報が次の各号に掲げる場合、個人情報保護法第８５

条第１項の規定に基づき、他の行政機関の長等と協議

の上、当該事案を移送することができる。ただし、開

示請求に係る保有個人情報が、既に公にされ、又は公

にする予定が明らかであると認められたときを除く。

⑴ 開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関等か

ら提供されたものである場合



⑵ 前号に掲げるもののほか、開示請求に係る保有個

人情報が他の行政機関等の事務又は事業に係るもの

である場合

２ 他の行政機関の長等との協議が整わない場合は、防

衛装備庁において個人情報保護法第８２条各項の決定

（以下「開示決定等」という。）を行うものとする。

３ 他の行政機関の長等に事案を移送する場合には、そ

れぞれ様式第７に定める書式により、当該他の行政機

関の長等に対して通知するものとする。

４ 他の行政機関の長等に事案を移送した場合には、そ

れぞれ様式第８に定める書式により、開示請求者に対

して通知するものとする。

（移送の受付）

第１７条 移送の協議は個人情報保護室が受け付け、そ

の後は、開示請求を受けた事案に関する規定に準じて

取り扱うものとする。

（第三者意見聴取の書式）

第１８条 個人情報保護法第８６条第１項の通知は様式



第９に定める書式により、同条第２項の通知は様式第

１０に定める書式によるものとする。

２ 個人情報保護法第８６条第１項及び第２項の意見書

は様式第１１に定める書式を標準とする。

３ 個人情報保護法第８６条第３項の通知は様式第１２

に定める書式によるものとする。

（施設等機関の開示決定手続）

第１９条 第１５条の規定に基づき通知を受けた施設等

機関の施設等機関個人情報保護責任者は、開示請求さ

れた保有個人情報について全部若しくは一部を開示

し、又は全部を開示しない旨の決定に係る意見を付

し、長官に上申するものとする。

２ 長官は、上申を受けた保有個人情報について、全部

若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨の決

定をしたときには、その旨を上申者に通知するものと

する。

（官房各部の開示決定手続）

第２０条 長官官房審議官又は各部の長（以下「審議官



等」という。）は、開示請求された保有個人情報につ

いて全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しな

い旨の決定を長官に求めるものとする。

（開示決定等期限の延長の書式）

第２１条 個人情報保護法第８３条第２項の通知は様式

第１３に定める書式によるものとする。

（開示決定等期限の特例の書式）

第２２条 個人情報保護法第８４条の通知は様式第１４

に定める書式によるものとする。

（開示決定等通知）

第２３条 長官は、開示請求された保有個人情報の全部

又は一部を開示する旨の決定をしたときは、様式第１

５に定める書式により開示請求者に通知するものとす

る。

２ 長官は、開示請求された保有個人情報の全部を開示

しない旨の決定をしたときは、様式第１６に定める書

式により開示請求者に通知するものとする。

（開示情報等の記録作成）



第２４条 開示請求に係る事務を行った官房各部及び施

設等機関（以下「官房各部等」という。）は、当該請

求に係る事案についての記録等を作成し、その写しを

個人情報保護室に提出するとともに、適切に保存しな

ければならない。

２ 前項の官房各部等は、全部若しくは一部を開示し、

又は全部を開示しない旨の決定を行った保有個人情報

又は当該保有個人情報の部分の写しを個人情報保護室

に提出するとともに、当該保有個人情報を適切に管理

しなければならない。ただし、当該保有個人情報が、

膨大である場合、防衛装備庁における秘密保全に関す

る訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２６号）その他

の秘密の保護に関する定めにおいて、秘密に該当する

文書である場合又は個人情報保護法第８１条の規定に

より保有個人情報を明らかにしないで開示請求を拒否

した場合には、官房各部等において適切に管理すると

ともに、当該保有個人情報の内容に係る文書等を作成

し、写しの代わりとして提出するものとする。



（開示の実施に係る申出の受付）

第２５条 長官の開示決定に基づき保有個人情報の開示

を受けようとする者からの個人情報保護法第８７条第

３項の規定に基づく申出は、個人情報保護室で受け付

けるものとする。

２ 前項の申出は、様式第１７に定める書式を標準とす

る。

第３節 開示の実施

（開示の実施）

第２６条 事務所における開示の実施を行うときは、個

人情報保護室において行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、専用機器を用いた開示の

実施を行うため当該機器が備え付けられている場所に

おいて実施する必要がある場合にあっては、業務に支

障のない範囲で個人情報保護室以外の事務所において

開示の実施を行うことができる。

３ 写しの送付による開示の実施は、個人情報保護室が

行うものとする。



第３章 訂正

第１節 訂正請求受付

（訂正請求書）

第２７条 訂正請求書は、様式第１８に定める書式を標

準とする。

２ 任意代理人が訂正請求する場合は、前号に規定する

訂正請求書と併せて、様式第１９に定める書式を標準

とする委任状を提出させるものとする。ただし、特定

個人情報に係る訂正請求については、様式第２０に定

める書式を標準とする委任状を提出するものとする。

（個人情報保護室における訂正請求書の受付等）

第２８条 個人情報保護室は、訂正請求者（訂正請求を

した者をいう。以下同じ。）が提出する訂正請求書に

記入漏れ、明らかな誤記入等の不備がないか、及び訂

正請求者が訂正請求に係る保有個人情報の本人又は本

人の法定代理人若しくは任意代理人であるかを確認し

た上で当該訂正請求書に受付印を押印し、その写しを

訂正請求者に交付するものとする。



（送付による訂正請求書の受付）

第２９条 訂正請求書が送付により提出された場合、個

人情報保護室は、当該訂正請求書に記入漏れ、明らか

な誤記入等の不備がないか、及び訂正請求者が訂正請

求に係る保有個人情報の本人又は本人の法定代理人若

しくは任意代理人であるかを確認した上で、当該訂正

請求書が当該個人情報保護室に到達した日を受付日と

して受付印を押印し、その写しを訂正請求者に送付す

るものとする。

第２節 訂正の決定等

（補正依頼の実施）

第３０条 個人情報保護室は、必要と認める場合は、訂

正請求者に対し、補正依頼を実施し、又は官房各部若

しくは施設等機関に補正依頼を実施させるものとす

る。

（保有個人情報の特定）

第３１条 個人情報保護室は、訂正請求された保有個人

情報を特定し、当該保有個人情報の訂正に関する事務



を実施することが最も適当と考えられる官房各部及び

当該保有個人情報に関係を有する施設等機関に特定し

た旨を通知するものとする。

（移送）

第３２条 長官は、訂正請求に係る保有個人情報が次の

各号に掲げる場合、個人情報保護法第９６条第１項の

規定に基づき、他の行政機関の長等と協議の上、当該

事案を移送することができる。

⑴ 訂正請求に係る保有個人情報が、個人情報保護法

第８５条第３項の規定により開示されたものである

場合

⑵ 前号に掲げるもののほか、訂正請求に係る保有個

人情報が他の行政機関等の事務又は事業に係るもの

である場合

２ 他の行政機関の長等との協議が整わない場合は、防

衛装備庁において個人情報保護法第９３条各項の決定

（以下「訂正決定等」という。）を行うものとする。

３ 他の行政機関の長等に事案を移送する場合には、そ



れぞれ様式第２１に定める書式により、当該行政機関

の長等に対して通知するものとする。

４ 他の行政機関の長等に事案を移送した場合には、そ

れぞれ様式第２２に定める書式により、訂正請求者に

対して通知するものとする。

（移送の受付）

第３３条 移送の協議は個人情報保護室が受け付け、そ

の後は、訂正請求を受けた事案に関する規定に準じて

取り扱うものとする。

（施設等機関の訂正決定手続）

第３４条 第３１条の規定に基づき通知を受けた施設等

機関の施設等機関個人情報保護責任者は、訂正請求さ

れた保有個人情報について訂正をし、又は訂正をしな

い旨の決定に係る意見を付し、長官に上申するものと

する。

２ 長官は、上申を受けた保有個人情報について、訂正

をし、又は訂正をしない旨の決定をしたときには、そ

の旨を上申者に通知するものとする。



（官房各部等の訂正決定手続）

第３５条 審議官等は、訂正請求された保有個人情報に

ついて訂正をし、又は訂正しない旨の決定を長官に求

めるものとする。

（訂正決定等期限の延長の書式）

第３６条 個人情報保護法第９４条第２項の通知は様式

第２３に定める書式によるものとする。

（訂正決定等期限の特例の書式）

第３７条 個人情報保護法第９５条の通知は様式第２４

に定める書式によるものとする。

（訂正決定等通知）

第３８条 長官は、訂正請求された保有個人情報の訂正

をする旨の決定をしたときは、様式第２５に定める書

式により訂正請求者に通知する。

２ 長官は、訂正請求された保有個人情報の訂正をしな

い旨の決定をしたときは、様式第２６に定める書式によ

り訂正請求者に通知するものとする。

（保有個人情報の提供先への通知の書式）



第３９条 個人情報保護法第９７条の通知は様式第２７

に定める書式によるものとする。

（訂正情報等の記録作成）

第４０条 訂正請求に係る事務を行った官房各部等は、

当該請求に係る事案についての記録等を作成し、その

写しを個人情報保護室に提出するとともに、適切に保

存しなければならない。

２ 前項の官房各部等は、訂正をし、又は訂正をしない

旨の決定を行った保有個人情報又は当該保有個人情報

の部分の写しを個人情報保護室に提出するとともに、

当該保有個人情報を適切に管理しなければならない。

ただし、当該保有個人情報が、膨大である場合又は防

衛装備庁における秘密保全に関する訓令その他の秘密

の保護に関する定めにおいて、秘密に該当する文書で

ある場合には、官房各部等において適切に管理すると

ともに、当該保有個人情報の内容に係る文書等を作成

し、写しの代わりとして提出するものとする。

第４章 利用停止



第１節 利用停止請求受付

（利用停止請求書）

第４１条 利用停止請求書は、様式第２８に定める書式

を標準とする。

２ 任意代理人が利用停止請求する場合は、前項に規定

する利用停止請求書と併せて、様式第２９に定める書

式を標準とする委任状を提出させるものとする。ただ

し、特定個人情報に係る訂正請求については、様式第

３０に定める書式を標準とする委任状を提出させるも

のとする。

（個人情報保護室における利用停止請求書の受付等）

第４２条 個人情報保護室は、利用停止請求者（利用停

止請求をした者をいう。以下同じ。）が提出する利用

停止請求書に記入漏れ、明らかな誤記入等の不備がな

いか、及び利用停止請求に係る保有個人情報の本人又

は本人の法定代理人若しくは任意代理人であるかを確

認した上で当該利用停止請求書に受付印を押印し、そ

の写しを利用停止請求者に交付するものとする。



（送付による利用停止請求書の受付）

第４３条 利用停止請求書が送付により提出された場

合、個人情報保護室は、当該利用停止請求書に記入漏

れ、明らかな誤記入等の不備がないか、及び利用停止

請求者が利用停止請求に係る保有個人情報の本人又は

本人の法定代理人若しくは任意代理人であるかを確認

した上で、当該利用停止請求書が当該個人情報保護室

に到達した日を受付日として受付印を押印し、その写

しを利用停止請求者に送付するものとする。

第２節 利用停止の決定等

（補正依頼の実施）

第４４条 個人情報保護室は、必要と認める場合には、

利用停止請求者に対し、補正依頼を実施し、又は官房

各部若しくは施設等機関に補正依頼を実施させるもの

とする。

（保有個人情報の特定）

第４５条 個人情報保護室は、利用停止請求された保有

個人情報を特定し、当該保有個人情報の利用停止に関



する事務を実施することが最も適当と考えられる官房

各部及び当該保有個人情報に関係を有する施設等機関

に特定した旨を通知するものとする。

（施設等機関の利用停止決定手続）

第４６条 前条の規定に基づき通知を受けた施設等機関

の施設等機関個人情報保護責任者は、利用停止請求さ

れた保有個人情報について利用停止をし、又は利用停

止をしない旨の決定に係る意見を付し、長官に上申す

るものとする。

２ 長官は、上申を受けた保有個人情報について、利用

停止をし、又は利用停止をしない旨の決定をしたとき

には、その旨を上申者に通知するものとする。

（官房各部の利用停止決定手続）

第４７条 審議官等は、利用停止請求された保有個人情

報について利用停止をし、又は利用停止しない旨の決

定を長官に求めるものとする。

（利用停止決定等期限の延長の書式）

第４８条 個人情報保護法第１０２条第２項の通知は様



式第３１に定める書式によるものとする。

（利用停止決定等期限の特例の書式）

第４９条 個人情報保護法第１０３条の通知は様式第３

２に定める書式によるものとする。

（利用停止決定等通知）

第５０条 長官は、利用停止請求された保有個人情報の

利用停止をする旨の決定をしたときは、様式第３３に

定める書式により利用停止請求者に通知するものとす

る。

２ 長官は、利用停止請求された保有個人情報の利用停

止をしない旨の決定をしたときは、様式第３４に定め

る書式により利用停止請求者に通知するものとする。

（利用停止情報等の記録作成）

第５１条 利用停止請求に係る事務を行った官房各部等

は、当該利用停止請求に係る事案についての記録等を

作成し、その写しを個人情報保護室に提出するととも

に、適切に保存しなければならない。

２ 前項の官房各部等は、利用停止をし、又は利用停止



しない旨の決定を行った保有個人情報又は当該保有個

人情報の部分の写しを個人情報保護室に提出するとと

もに、当該保有個人情報を適切に管理しなければなら

ない。ただし、当該保有個人情報が、膨大である場合

又は防衛装備庁における秘密保全に関する訓令その他

の秘密の保護に関する定めにおいて、秘密に該当する

文書である場合には、各課等において適切に管理する

とともに、当該保有個人情報の内容に係る文書等を作

成し、写しの代わりとして提出するものとする。

第５章 審査請求

（諮問をした旨の通知の書式）

第５２条 個人情報保護法第１０５条第２項の通知は、

次の各号の書式によるものとする。

⑴ 開示決定等に対する審査請求について諮問した旨

の通知 様式第３５

⑵ 訂正決定等に対する審査請求について諮問した旨

の通知 様式第３６

⑶ 利用停止決定等に対する審査請求について諮問し



た旨の通知 様式第３７

第５章の２ 行政機関等匿名加工情報の提供

第１節 提案の募集及び受付

（提案の募集及び受付）

第５２条の２ 個人情報保護法第１１１条の規定による

提案の募集及び提案の受付に関する事務は、個人情報

保護室が行うものとする。

第２節 提案の審査等

（提案の通知）

第５２条の３ 個人情報保護室は、提案を受け付けた場

合、当該提案に係る行政機関等匿名加工情報の提供に

関する事務を実施することが最も適当と考えられる官

房各部及び当該提案に関係を有する施設等機関に対

し、提案があった旨を通知するものとする。

（施設等機関の審査手続）

第５２条の４ 前条の規定により通知を受けた施設等機

関の施設等機関個人情報保護責任者は、提案につい

て、個人情報保護法第１１４条第１項各号に掲げる基



準（個人情報保護法第１１８条第２項の規定により準

用する場合を含む。以下同じ。）に適合すると認め

る、又は当該基準のいずれかに適合しないと認める旨

の意見を付し、長官に上申するものとする。

２ 長官は、上申を受けた提案について、個人情報保護

法第１１２条第１項各号に掲げる基準に適合すると認

め、又は当該基準のいずれかに適合しないと認めたと

きは、その旨を上申者に通知するものとする。

（官房各部の審査手続）

第５２条の５ 審議官等は、提案について、個人情報保

護法第１１４条第１項各号に掲げる基準に適合すると

認める、又は当該基準のいずれかに適合しないと認め

ることを長官に求めるものとする。

（行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約）

第５２条の６ 個人情報保護法第１１５条（個人情報保

護法第１１８条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に関

する契約及び個人情報保護法第１２０条に規定する行



政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除に関

する事務は、個人情報保護室が行うものとする。

第６章 雑則

（委任規定）

第５３条 この訓令の実施に関する細部の事項は、内部

部局に関するものは長官官房審議官が、施設等機関に

関するものは施設等機関の長がそれぞれ定める。

附 則（平成２７年１０月１日庁訓第６号）

この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２７年１２月２５日庁訓第４１号 )

この訓令は、平成２８年１月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月３０日庁訓第２号）

１ この訓令は、行政不服審査法の施行の日（平成２８

年４月１日）から施行する。

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不

服申立てであってこの訓令の施行前にされた行政庁の

処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従



前の例による。

附 則（平成２９年５月３０日庁訓第１２号）

この訓令は、平成２９年５月３０日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日庁訓第２号）

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年４月２５日庁訓第７号）

この訓令は、平成３０年４月２５日から施行する。

附 則（平成３１年３月２８日庁訓第３号）

この訓令は、平成３１年３月２８日から施行する。

附 則（平成３１年４月２５日庁訓第７号）

１ この訓令は、平成３１年５月１日から施行する。

２ この訓令による改正後の様式を使用するに当たって

は、当分の間、必要に応じ、各様式中「令和」とある

のは「平成」とする修正を加えたものを使用すること

ができる。

附 則（令和２年１２月２４日庁訓第９号）

１ この訓令は、令和２年１２月２４日から施行する。

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前



の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この訓令による改正後の様式に

よるものとみなす。

３ この訓令の施行の現にある旧様式による用紙につい

ては、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。

附 則（令和３年３月３１日庁訓第３号）

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和４年３月３１日庁訓第４号）

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前

の様式（次項において「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この訓令による改正後の様式に

よるものとみなす。

３ この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙につ

いては、当分の間、これを取り繕って使用することが

できる。

附 則（令和５年３月２９日庁訓第８号）



この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和６年３月２８日庁訓第１５号）

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和６年９月２５日庁訓第２５号）

この訓令は、令和６年１０月１日から施工する。



様式第１（第７条関係） 

保有個人情報開示請求書 
令和○年○月○日 

防衛装備庁長官 殿 

氏 名
（ふりがな）

：                                   

住所又は居所：  

〒 

                   TEL    （   ）      

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条第１項の規定に基づき、下記

のとおり保有個人情報の開示を請求します。 

記 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

２ 求める開示の実施の方法等（本欄の記載は任意です。） 

⑴又は⑵に○印を付してください。⑴を選択された場合は、その具体的な方法等を記載してください。 

３ 開示決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無 
開示決定通知書等を書面により送付する場合には、公印の押印は省略としておりますので、この場合に

おいて公印を押印した開示決定通知書等を希望される場合は、以下の□にレ点を付してください（レ点が

ない場合は公印省略とさせていただきます。） 

４ 本人確認等 

 

 
請求受付番号：                

（開示請求に係る保有個人情報が特定できるよう、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書

の名称、請求する保有個人情報の内容等をできるだけ具体的に記載してください。） 

 

⑴ 事務所における開示の実施を希望する。 
<実施の方法> ①閲覧  ②写しの交付  ③その他（          ） 
<実施の希望日>                              

⑵ 写しの送付を希望する。 

□ 開示決定通知書等への公印を希望する。 

⑴ 開示請求者  □本人  □法定代理人   □任意代理人 

⑵ 請求者本人確認書類 
□運転免許証 □健康保険被保険者証 
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
   □その他（                             ） 
 (注) 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 

⑶ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 
ア 本人の状況 □未成年者（ 年 月 日生） □成年被後見人   □任意代理人委任者 

イ 本人の氏名
（ふりがな）

                         

ウ 本人の住所又は居所                     

⑷ 請求資格確認書類（法定代理人又は任意代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示
又は提出してください。） 
ア 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 

□戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（               ） 
イ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。 

□委任状  □その他（               ） 

開示請求手数料 

（一件300円） 
ここに収入印紙をはってください。 

（受付印） 

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 
１ 「氏名」「住所又は居所」 

あなたの氏名、住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所により、開示決定通
知等を行うことになりますので、正確に記載してください。 
連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。 
なお、法定代理人又は任意代理人（以下「代理人」という。）による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所

又は居所及び電話番号を記載してください。 
２ 「開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等」 

開示請求に係る保有個人情報が特定できるよう、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名
称、請求する保有個人情報の内容等をできるだけ具体的に記載してください。 

３ 「求める開示の実施の方法等」 
請求された保有個人情報について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、事務所における開示を希望され

る場合の希望日についてご希望がありましたら、記載してください。なお、実施の方法は、防衛装備庁の定めると
ころによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。 
また、開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「保有個人情報の開示の実施方法等申出

書」により別途申し出ることができます。 
４ 「開示決定通知書等を書面の公印の押印の必要の有無」 

開示決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じませんが、次の各号に掲げ
る通知書を書面による送付する場合において、公印の押印が必要であるときには、「開示決定通知書等への公印を
希望する。」に、レ点を記載してください。 
⑴ 個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第８２条第１項の規定による保有個人情報の全部又は一
部を開示する旨等の通知書 

⑵ 法第８２条第２項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の通知書 
⑶ 法第８３条第２項の規定による延長後の期間及び延長の理由の通知書 
⑷ 法第８４条の規定（開示決定等の期限の特例）を適用する旨等の通知書 
⑸ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）第３０
条第１項の規定により読み替えて適用する法第８９条第３項により開示請求に係る手数料の免除する旨の通知書 

⑹ 番号法第３０条第１項の規定により読み替えて適用する法第８９条第３項の規定により開示請求に係る手数料
を免除しない旨の通知書 

５ 本人確認等 
⑴ 窓口来所による開示請求の場合 

窓口に来所して開示請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第２２条に規定す
る運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード（住民基本台帳カード（注）、ただし個人番号通知カー
ドは不可）、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏
名が記載されている書類を提示・提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場
合や、これらの本人確認書類の提示・提出ができない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。 
（注）住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみな

され、引き続き使用可能です。 
⑵ 送付による開示請求の場合 

保有個人情報開示請求書を送付して開示請求をする場合には、⑴の本人確認書類を複写機により複写したもの
に併せて、住民票の写し（ただし、開示請求の前３０日以内に作成された市町村等が発行する公文書に限り、そ
の複写物による提出は認められません。）を提出してください。住民票の写しが提出できない場合は、開示請求
窓口に事前に相談してください。 
なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写してください。また、住

民票の写しに個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。 
⑶ 代理人による開示請求の場合 

「本人の状況等」欄は、代理人による開示請求の場合に記載してください。 
ア 法定代理人が開示請求をする場合には、法定代理人自身に係る⑴に掲げる書類又は⑵に掲げる書類に併せ
て、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類（ただ
し、開示請求の前３０日以内に作成されたものに限ります。）を提示又は提出してください。 
なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村長等が発行する公文書であり、その

複写物による提示又は提出は認められません。 
イ 任意代理人が開示請求をする場合には、任意代理人自身に係る⑴に掲げる書類又は⑵に掲げる書類に併せ
て、委任状その他その資格を証明する書類（ただし、開示請求の前３０日以内に作成された原本に限りま
す。）を提出してください。ただし、委任状については、(ア)委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明
書（ただし、開示請求の前３０日以内に作成されたものに限ります。）を添付するか又は(イ)委任者の運転免
許証、個人番号カード（ただし、個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に限り発行される書類の写しを
添付して提出してください。なお、委任状は、その複写物よる提出は認められません。 

 
〈開示請求手数料の納付について〉 
開示請求を行う場合には、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書１件について、３００円を納付

していただくことになっています。 
３００円分の収入印紙をこの請求書の所定の位置に貼って提出してください。 
手数料の免除を受けようとする場合には、様式第４の免除申請書も提出する必要があります。 

 



様式第２（第７条関係） 

 

 

委  任  状 

 

 

（代理人）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                               

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 個人情報の開示請求を行う権限 

２ 開示請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ 開示決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ 開示決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ 開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定通知を受ける権限及び開示請求に

係る個人情報の全部を開示しない旨の決定通知を受ける権限 

６ 開示の実施の方法その他政令で定める事項を申し出る権限及び開示の実施を受ける権限 

 

 

 

令和○年○月○日 

 

 

（委任者）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                            印  

 

連絡先電話番号                           

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 

 

次のいずれかの措置をお取りください。 

 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、開示請求の前３０日以内に作成

されたものに限ります。）を添付する。 

 

２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に

限り発行される書類の複写物を添付する。 

 

  



様式第３（第７条関係） 

 

 

委  任  状 

 

 

（代理人）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                               

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 特定個人情報の開示請求を行う権限 

２ 開示請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ 開示決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ 開示決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ 開示請求に係る特定個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定通知を受ける権限及び開示請

求に係る特定個人情報の全部を開示しない旨の決定通知を受ける権限 

６ 開示の実施の方法その他政令で定める事項を申し出る権限及び開示の実施を受ける権限 

７ 開示請求に係る手数料の免除申請を行う権限並びに開示請求に係る手数料を免除する旨の決定

通知を受ける権限及び開示請求に係る手数料を免除しない旨の決定通知を受ける権限 

 

 

 

令和○年○月○日 

 

 

（委任者）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                            印  

 

連絡先電話番号                           

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 

 

次のいずれかの措置をお取りください。 

 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、開示請求の前３０日以内に作成

されたものに限ります。）を添付する。 

 

２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に

限り発行される書類の複写物を添付する。 

 

  



様式第４（第１１条関係） 

令和○年○月○日 

 

開示請求に係る手数料の免除申請書 

 

防衛装備庁長官 殿 

 

氏 名
（ふりがな）

                      

住所又は居所                   

連絡先電話番号                  

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令（平成２６年政

令第１５５号）第３３条第２項に基づき、下記のとおり、保有個人情報の開示請求に係る手数料の

免除を申請します。 

 

記 

 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

 

 

２ 免除を求める理由 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項第○号に掲げる扶助を受けてお

り、手数料を納付する資力がないため。 

⑵ その他 

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 

 

１ 「免除を求める理由」 

⑴又は⑵のいずれかに〇印を付してください。 

 

２ ⑵に〇を付した場合は、生活保護法第１１条第１項のうち該当する号を記載するとともに、当

該扶助を受けていることを証明する書面を添付してください。 

 

３ ⑵に〇を付した場合は、その理由を具体的に記載するとともに、その事実を証明する書面を添

付してください。 

 

  



様式第５（第１３条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

開示請求に係る手数料の免除決定通知書 

 

（開示請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで請求のありました開示請求に係る手数料の免除申請について、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第３

０条第１項の規定により読み替えて適用する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第８９条第３項の規定に基づき、下記のとおり、免除することとしましたので通知します。 

 

記 

 

対象となる保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

印 



様式第６（第１３条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

開示請求に係る手数料の免除をしない旨の決定通知書 

 

（開示請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで請求のありました開示請求に係る手数料の免除申請については、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

３０条第１項の規定により読み替えて適用する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）に規定する免除理由に該当しませんので通知します。 

 

記 

 

１ 対象となる保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

 

２ 免除が認められない理由等 

 

 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

印 



様式第７（第１６条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（他の行政機関の長等） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

保有個人情報開示請求に係る事案の移送について（通知） 

 

令和○年○月○日付けで開示請求のあった事案について、個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）第８５条第１項の規定により、下記のとおり移送します。 

 

記 

 

開示請求に係る保
有個人情報が記録
されている行政文
書の名称等 

開示請求書に記載されている行政文書の名称等 
（一部を移送する場合には、開示請求のあった事案のうち○○、○○
及び○○に係る保有個人情報） 

開示請求者氏名等 

氏名： 
住所又は居所： 
連絡先： 
 
法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 
本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人   

□任意代理人委任者 
本人の氏名                          
本人の住所又は居所                      

添付資料等名 

・開示請求書 
・移送前に行った行為の概要記録 
・ 
・ 

備考 
（複数の他の行政機関の長等に移送する場合には、その旨） 

 

 

 

（担当者所属、氏名、連絡先） 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第８（第１６条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（開示請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

保有個人情報開示請求に係る事案の移送について（通知） 

 

令和○年○月○日付けで開示請求のありました事案について、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第８５条第１項の規定により、下記のとおり移送しましたので通知しま

す。 

なお、保有個人情報の開示決定等は、下記の移送先の行政機関の長等において、行われます。 

 

記 

 

開示請求に係る保
有個人情報が記録
されている行政文
書の名称等 

開示請求書に記載されている行政文書の名称等 
（一部を移送する場合には、開示請求のあった事案のうち○○、○○
及び○○に係る保有個人情報 

移送年月日 令和○年○月○日 

移送先の行政機関
の長等 

行政機関の長等 
 
（連絡先） 
部局課室名： 
担当者名： 
所在地： 
電話番号： 

移送の理由 
 

備考 
 

 

 

（担当者所属、氏名、連絡先） 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第９（第１８条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（第三者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

保有個人情報の開示請求に関する意見について（照会） 

 

（あなた、貴社等）に関する情報が記録されている下記の保有個人情報について、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条第１項の規定に基づく開示請求があり、当該

保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため、同法第８６条第１項の規定に基づ

き、御意見を伺うこととしました。 

つきましては、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、同封の「保有個人

情報の開示決定等に関する意見書」を提出いただきますようお願いいたします。 

なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱わ

せていただきます。 

 

記 

 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

２ 開示請求の年月日  

 

３ 開示請求に係る保有個人情報に記録されている（あなた、貴社等）に関する情報の内容 

 

４ 意見書の提出先 

⑴ 部課室名 

⑵ 担当者名 

⑶ 所在地 

⑷ 電話番号 

 

５ 意見書の提出期限 

令和○年○月○日（ ） 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第１０（第１８条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（第三者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

保有個人情報の開示請求に関する意見について（照会） 

 

（あなた、貴社等）に関する情報が記録されている下記の保有個人情報について個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第７７条第１項の規定による開示

請求があり、当該保有個人情報について開示決定を行う際の参考とするため、同法第８６条第２項

に基づき、御意見を伺うこととしました。 

つきましては、当該保有個人情報を開示することについてご意見があるときは、同封の「保有個

人情報の開示決定等に関する意見書」を御提出いただきますようお願いいたします。 

なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱わ

せていただきます。 

 

記 

 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

２ 開示請求の年月日 

 

３ 法第８６条第２項第１号及び第２号の規定の適用区分及びその理由 

⑴ 適用区分：□第１号 □第２号 

⑵ 適用理由： 

 

４ 開示請求に係る保有個人情報に記録されている（あなた、貴社等）に関する情報の内容 

 

５ 意見書の提出先 

⑴ 部課室名 

⑵ 担当者名 

⑶ 所在地 

⑷ 電話番号 

 

６ 意見書の提出期限 

令和○年○月○日（ ） 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第１１（第１８条関係） 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報の開示決定等に関する意見書 

 

防衛装備庁長官 殿 

 

 

氏名又は名称
（ふりがな）

 

（法人その他の団体にあっては、その団体の代表者名） 

住所又は居所 

（法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地） 

連絡先電話番号 

E-MAIL 

 

令和○年○月○日付けで照会のあった保有個人情報の開示について、下記のとおり意見を提出し

ます。 

 

記 

 

開示請求に係る保有個
人情報が記録されてい
る行政文書の名称等 

 

開示に関しての御意見 

□保有個人情報を開示されることについて支障がない。 
 
□保有個人情報を開示されることについて支障がある。 
⑴ 支障（不利益）がある部分 

 
⑵ 支障（不利益）の具体的理由 
 

連絡先 

⑴ 部課室名 
⑵ 担当者名 
⑶ 所在地 
⑷ 電話番号 

 

＊担当課等 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

意見受付番号：                

 



様式第１２（第１８条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（反対意見書を提出した第三者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について（通知） 

 

（あなた、貴社等）から令和○年○月○日付けで「保有個人情報の開示決定等に関する意見書」

の提出がありました保有個人情報については、下記のとおり開示決定しましたので、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８６条第３項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

２ 開示することとした理由 

 

３  開示決定をした日 

 

４  開示を実施する日 

 

＊担当課等 

 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第１３（第２１条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（開示請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

開示決定等の期限の延長について（通知） 

 

令和○年○月○日付けの保有個人情報の開示請求については、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第８３条第２項の規定に基づき、下記のとおり開示決定等の期限を延長す

ることとしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

２ 延長後の期間 

 

３  延長の理由 

 

 

＊担当課等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第１４（第２２条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（開示請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

開示決定等の期限の特例規定の適用について（通知） 

 

令和○年○月○日付けの保有個人情報の開示請求については、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第８４条の規定に基づき、下記のとおり開示決定等

の期限を延長することとしたので通知します。 

 

記 

 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

 

２ 法第８４条の規定（開示決定等の期限の特例）を適用することとした理由 

 

 

３ 開示決定等をする期限 

（令和○年○月○日までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分については、次

に記載する時期までに開示決定等する予定です。） 

令和△年△月△日（ ） 

 

＊担当課等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第１５（第２３条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報開示決定通知書 

 

（開示請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで開示請求のありました保有個人情報について、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第１項の規定に基づき、下記のとおり、開示することと

しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

２ 不開示とした部分とその理由 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

３ 開示する保有個人情報の利用目的 

 

４ 開示の実施の方法等 

⑴ 開示の実施の方法等（裏面（又は同封）の説明事項をお読みください。） 

行政文書の種類・数量等 開示の実施の方法 

  

⑵ 事務所における開示を実施することができる日時、場所 

 

⑶ 写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用（見込み額） 

 

＊ 開示請求受付日 

補正期間 

開示決定日 

 

請求受付番号：                

 

印 



（裏面又は別添） 

〈説明事項〉 

 

１ 「開示の実施の方法等」の選択について 

開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から３０日以内に、同封した「保

有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、申出を行ってください。 

開示の実施の方法は、４⑴「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択でき

ます。必要な部分のみの開示を受けること（例えば、１００頁ある文書について冒頭の１０頁の

み閲覧する等）や部分ごとに異なる方法を選択すること（冒頭の１０頁は「写しの交付」を受

け、残りは閲覧する等）もできます。 

事務所における開示の実施を選択される場合は、４⑵「事務所における開示を実施することが

できる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択してください。記載された

日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。なお、開

示の実施の準備を行う必要がありますので、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」は開示

を受ける希望日の○日前には、当方に届くようにご提出願います。 

また、写しの送付を希望される場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」にその旨

を記載してください。なお、この場合は、送付に要する費用（郵便切手又は個人情報保護委員会

が定めるこれに類する証票）が必要になります。 

 

２ 不開示部分に係る審査請求等 

この決定に不服がある場合には、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

より、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に、防衛装備庁長官に対

して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して

３ヶ月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求をすること

ができません。 

開示しないこととされた部分について、取消しを求める訴訟を提起する場合には、行政事件訴

訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か

月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１

２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があった

ことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することが

できません。 

３ 開示の実施について 

事務所における開示の実施を選択され、その旨「保有個人情報の開示の 実施方法等申出書」

により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務 所に来られる際に、本通知書をご持参く

ださい。 

 

４  連絡先 

開示の実施の方法等、審査請求の方法等について、ご不明な点等がございましたら、連絡先ま

でお問い合わせください。 

 

＊連絡先： 

 



様式第１６（第２３条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報不開示決定通知書 

 

（開示請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで開示請求のありました保有個人情報について、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第２項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないこと

と決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 不開示決定した保有個人情報が記録されている行政文書の名称等 

 

 

２ 不開示とした理由 

 

 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

 

＊ 開示請求受付日 

補正期間 

開示決定日 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第１７（第２５条関係） 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報の開示の実施方法等申出 

 

防衛装備庁長官 殿 

 

氏名 

住所又は居所 

連絡先電話番号 

E-MAIL 

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８７条第３項の規定に基づき、下記

のとおり申出をします。 

 

記 

 

１ 保有個人情報開示決定通知書の番号等 

＊ 日  付 

文書番号 

 

２ 求める開示の実施の方法 

下表から実施の方法を選択し、該当するものに○印を付してください。 

開示請求に係る保有個

人情報が記録されてい

る行政文書の名称等 

種類・量 実施の方法 

  １ ①全部 

②一部（         ） 

  ２ ①全部 

②一部（         ） 

  ３ ①全部 

②一部（         ） 

 

３ 開示の実施を希望する日 

 

４ 「写しの送付」の希望の有無  有：同封する郵便切手又は個人情報保護委員会

が定めるこれに類する証票の額 

                                     円 

                 無 

 

 

＊担当課等 

 

 

 

請求受付番号：                

申出受付番号：                

 

 



様式第１８（第２７条関係） 

保有個人情報訂正請求書 
令和○年○月○日 

防衛装備庁長官 殿 

氏 名
（ふりがな）

：                                   

住所又は居所：  

〒 

                   TEL    （   ）      

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９１条第１項の規定に基づき、下記

のとおり保有個人情報の訂正を請求します。 

記 

１ 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日等 

２ 訂正決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無 
訂正決定通知書等を書面により送付する場合には、公印の押印は省略としておりますので、この場合に

おいて公印を押印した開示決定通知書等を希望される場合は、以下の□にレ点を付してください（レ点が

ない場合は公印省略とさせていただきます。） 

４ 本人確認等 

 

 

請求受付番号：                

⑴ 訂正請求に係る保有個人情
報の開示を受けた日 

令和 年 月 日 

⑵ 開示決定に基づき開示を受
けた保有個人情報が記録され
ている行政文書の名称等 

開示決定通知書の文書番号：     日付： 
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が記録されて
いる行政文書の名称等 
 

⑶ 訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 
 
（理由） 
 

□ 訂正決定通知書等への公印を希望する。 

⑴ 訂正請求者  □本人  □法定代理人   □任意代理人 

⑵ 請求者本人確認書類 
□運転免許証 □健康保険被保険者証 
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
   □その他（                             ） 
 (注) 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 

⑶ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 
ア 本人の状況 □未成年者（ 年 月 日生） □成年被後見人   □任意代理人委任者 

イ 本人の氏名
（ ふ り が な ）

                         

ウ 本人の住所又は居所                     

⑷ 請求資格確認書類 
ア 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 

□戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（               ） 
イ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。 

□委任状  □その他（               ） 

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 
１ 「訂正請求の期限」 

訂正請求は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第９０条第３項の規定により、保有個人情報
の開示を受けた日から９０日以内にしなければならないこととなっています。 

２ 「氏名」「住所又は居所」 
あなたの氏名、住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所により、訂正決定通

知等を行うことになりますので、正確に記載してください。 
連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。 
なお、法定代理人又は任意代理人（以下「代理人」という）による訂正請求の場合には、代理人の氏名、住所又

は居所及び電話番号を記載してください。 
３ 「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日等」 
⑴ 「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日等」 

訂正請求に係る保有個人情報について、開示を受けた日を記載してください。 
⑵ 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が記録されている行政文書の名称等」 

開示決定通知書の文書番号及び開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が記録された行政文書の名称を記
載してください。なお、保有個人情報の訂正請求ができるのは、次に掲げるものです。 
ア 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報（法第９０条第１項第１号） 
イ 開示決定に係る保有個人情報であって、法第８８条第１項の他の法令の規定により開示を受けたもの（法第
９０条第１項第２号） 

⑶ 「訂正請求の趣旨及び理由」 
ア 訂正請求の趣旨は、本請求においてどのような訂正を求めるか（正確な事実に書き換えるのか、追加か、削
除か等）についての結論を、「○○を△△に訂正せよ。」のように、できるだけ具体的に記載してください。 

イ 訂正請求の理由は、訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を、できるだけ具体的に記載してください。なお、本欄
に記載しきれない場合には、本欄を参考に別様に記載し、本請求書に添付してください。 

４ 「訂正決定通知書等を書面により交付する場合における公印の押印の必要の有無」 
訂正決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じませんが、次の各号に掲げ

る通知書を書面により送付する場合において、公印の押印が必要であるときには、「訂正決定通知書等への公印を
希望する。」に、レ点を記載してください。 
⑴ 法第９３条第１項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の通知書 
⑵ 法第９３条第２項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の通知書 
⑶ 法第９４条第２項の規定による延長後の期間及び延長の理由の通知書 
⑷ 法第９５条の規定による訂正決定等の期限の特例を適用する旨等の通知書 

５ 本人確認等 
⑴ 窓口来所による訂正請求の場合 

窓口に来所して訂正請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第２９条において
読み替えて適用する同令第２２条(第４項及び第５項を除く。)に規定する運転免許証、健康保険被保険者証、個
人番号カード（住民基本台帳カード（注）、ただし、個人番号通知カードは不可）、在留カード、特別永住者証
明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示・提出し
てください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、これらの本人確認書類の提出がで
きない場合は、訂正請求窓口に事前に相談してください。 

（注）住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなさ
れ、引き続き使用可能です。 

⑵ 送付による訂正請求の場合 
保有個人情報訂正請求書を送付して訂正請求をする場合には、⑴の本人確認書類を複写機により複写したもの

に併せて、住民票の写し（ただし、訂正請求の前３０日以内に作成された市町村等が発行する公文書に限り、そ
の複写物による提出は認められません。）を提出してください。住民票の写しが提出できない場合は、訂正請求
窓口に事前に相談してください。 
個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写してください。なお、住民票の

写しに個人番号の記載がある場合は、当該個人番号を黒塗りしてください。また、被保険者証を複写機により複
写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者番号・記号を黒塗りにしてください。 

⑶ 代理人による訂正請求の場合 
「本人の状況等」欄は、代理人による訂正請求の場合に記載してください。 

ア 法定代理人が訂正請求をする場合には、法定代理人自身に係る⑴に掲げる書類又は⑵に掲げる書類に併せ
て、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類（ただ
し、訂正請求の前３０日以内に作成されたものに限ります。）を提示又は提出してください。 
なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村長等が発行する公文書であり、その

複写物による提示又は提出は認められません。 
イ 任意代理人が訂正請求をする場合には、任意代理人自身に係る⑴に掲げる書類又は⑵に掲げる書類に併せ
て、委任状その他その資格を証明する書類（ただし、訂正請求の前３０日以内に作成された原本に限りま
す。）を提出してください。ただし、委任状については、(ア)委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明
書（ただし、訂正請求の前３０日以内に作成されたものに限ります。）を添付するか又は(イ)委任者の運転免
許証、個人番号カード（ただし、個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に限り発行される書類の写しを
添付して提出してください。なお、委任状は、その複写物よる提出は認められません。 

 



様式第１９（第２７条関係） 

 

 

委  任  状 

 

 

（代理人）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                               

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 個人情報の訂正請求を行う権限 

２ 訂正請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ 訂正決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ 訂正決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ 訂正請求に係る個人情報を訂正する旨の決定通知を受ける権限及び訂正請求に係る個人情報を

訂正しない旨の決定通知を受ける権限 

 

 

令和○年○月○日 

 

 

（委任者）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                            印  

 

連絡先電話番号                           

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 

 

次のいずれかの措置をお取りください。 

 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、訂正請求の前３０日以内に作成

されたものに限ります。）を添付する。 

 

２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に

限り発行される書類の複写物を添付する。 

 

  



様式第２０（第２７条関係） 

 

 

委  任  状 

 

 

（代理人）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                               

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 特定個人情報の訂正請求を行う権限 

２ 訂正請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ 訂正決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ 訂正決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ 訂正請求に係る特定個人情報を訂正する旨の決定通知を受ける権限及び訂正請求に係る特定個

人情報を訂正しない旨の決定通知を受ける権限 

 

 

令和○年○月○日 

 

 

（委任者）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                            印  

 

連絡先電話番号                           

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 

 

次のいずれかの措置をお取りください。 

 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、訂正請求の前３０日以内に作成

されたものに限ります。）を添付する。 

 

２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に

限り発行される書類の複写物を添付する。 

 

  



様式第２１（第３２条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（他の行政機関の長等） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について（通知） 

 

令和○年○月○日付けにて訂正請求のあった事案について、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）第９６条第１項の規定により、下記のとおり移送します。 

 

記 

 

訂正請求に係る保
有個人情報が記録
されている行政文
書の名称等 

訂正請求書に記載されている保有個人情報が記録されている行政文書の
名称及び開示された日等 
（一部を移送する場合には、訂正請求のあった事案のうち○○、○○及
び○○に係る保有個人情報） 

訂正請求者氏名等 

氏名： 
住所又は居所： 
連絡先： 
 
法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 
本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人   

□任意代理人委任者 
本人の氏名                          
本人の住所又は居所                      

添付資料等名 

・訂正請求書 
・移送前に行った行為の概要記録 
・ 
・ 

備考 
（複数の他の行政機関の長等に移送する場合には、その旨） 

 

 

 

（担当者所属、氏名、連絡先） 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第２２（第３２条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（訂正請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について（通知） 

 

令和○年○月○日付けで訂正請求のありました事案について、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第９６条第１項の規定により、下記のとおり移送しましたので、通知しま

す。なお、保有個人情報の訂正決定等は、下記の移送先の行政機関の長等において行われます。 

 

記 

 

訂正請求に係る保
有個人情報が記録
されている行政文
書の名称等 

訂正請求書に記載されている保有個人情報が記録されている行政文書の
名称及び開示された日等 
（一部を移送する場合には、訂正請求のあった事案のうち○○、○○及
び○○に係る保有個人情報） 

移送年月日 令和○年○月○日 

移送先の行政機関
の長等 

行政機関の長等 
 
（連絡先） 
部局課室名： 
担当者名： 
所在地： 
電話番号： 

移送の理由  

備考 
 

 

 

 

（担当者所属、氏名、連絡先） 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第２３（第３６条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（訂正請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

訂正決定等の期限の延長について（通知） 

 

令和○年○月○日付けの保有個人情報の訂正請求については、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第９４条第２項の規定に基づき、下記のとおり訂正決定等の期限を延長す

ることとしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 延長後の期間 

 

３  延長の理由 

 

 

＊担当課等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第２４（第３７条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（訂正請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

訂正決定等の期限の特例規定の適用について（通知） 

 

令和○年○月○日付けの保有個人情報の訂正請求については、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第９５条の規定により、下記のとおり訂正決定等の

期限を延長することとしたので通知します。 

 

記 

 

１ 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 法第９５条の規定（訂正決定等の期限の特例）を適用することとした理由 

 

３  訂正決定等をする期限 

令和○年○月○日（ ） 

 

＊担当課等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第２５（第３８条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報訂正決定通知書 

 

（訂正請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで訂正請求のありました保有個人情報について、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第９３条第１項の規定に基づき、下記のとおり訂正することとし

ましたので通知します。 

 

記 

 

１ 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 訂正請求の趣旨 

 

３ 決定した訂正の内容及び訂正の理由 

 

４ 訂正しないこととした部分とその理由 

 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

＊ 訂正請求受付日 

補正期間 

訂正決定日 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



（裏面又は別添） 

〈説明事項〉 

１ 訂正をしないこととされた部分に係る審査請求等 

訂正をしないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法（平成２６年

法律第６８号）第２条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、防衛装備庁長官に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったこと

を知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過

したときは審査請求をすることができません。 

訂正をしないこととされた部分について、取消しを求める訴訟を提起する場合には、行政事件

訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６

か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）､同法第

１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があっ

たことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起すること

ができません。 

２ 連絡先 

審査請求の方法等について、ご不明な点等がございましたら、連絡先までお問い合わせくださ

い。 

 

＊連絡先： 

 

 

  



様式第２６（第３８条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報不訂正決定通知書 

 

（訂正請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで訂正請求のありました保有個人情報について、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第９３条第２項の規定に基づき、下記のとおり訂正しないことと

決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 訂正しないこととした理由 

 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

＊ 訂正請求受付日 

補正期間 

不訂正決定日 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第２７（第３９条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報訂正実施通知書 

 

（提供先） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日に提供しました保有個人情報につき、令和○年○月○日付けの訂正決定に基づ

き訂正を実施しましたので、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９７条の

規定に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

訂正請求に係る保有個人

情報が記録されている行

政文書の名称及び開示し

た日等 

 

訂正請求者の氏名等保有

個人情報を特定するため

の情報 

 

訂正請求の趣旨  

訂正内容及び訂正を実施

した理由 

（内容） 

 

（理由） 

 

 

＊担当課等 

 

印 



様式第２８（第４１条関係） 

保有個人情報利用停止請求書 
令和○年○月○日 

防衛装備庁長官 殿 

氏 名
（ふりがな）

：                                   

住所又は居所：  

〒 

                   TEL    （   ）      

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９９条第１項の規定に基づき、下記

のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。 

記 

１ 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日等 

２ 利用停止決定通知書等を書面により送付する場合における公印の押印の必要の有無 
利用停止決定通知書等を書面により送付する場合には、公印の押印は省略としておりますので、この場

合において公印を押印した利用停止決定通知書等を希望される場合は、以下の□にレ点を付してください

（レ点がない場合は公印省略とさせていただきます）。 

４ 本人確認等 

 
 

請求受付番号：                

⑴ 利用停止請求に係る保有個
人情報の開示を受けた日 

令和 年 月 日 

⑵ 開示決定に基づき開示を受
けた保有個人情報が記録され
ている行政文書の名称等 

開示決定通知書の文書番号：     日付： 
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が記録されて
いる行政文書の名称等 
 

⑶ 利用停止請求の趣旨及び理
由 

（趣旨） 
□第１号該当 → □利用の停止、□消去 
□第２号該当 → 提供の停止 
（理由） 
 

□ 利用停止決定通知書等への公印を希望する。 

⑴ 訂正請求者  □本人  □法定代理人   □任意代理人 

⑵ 請求者本人確認書類 
□運転免許証 □健康保険被保険者証 
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 
   □その他（                             ） 
 (注) 請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 

⑶ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 
ア 本人の状況 □未成年者（ 年 月 日生） □成年被後見人   □任意代理人委任者 

イ 本人の氏名
（ ふ り が な ）

                         

ウ 本人の住所又は居所                     

⑷ 請求資格確認書類 
ア 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 

□戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（               ） 
イ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。 

□委任状  □その他（               ） 

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 
１ 「利用停止請求の期限」 

利用停止請求は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第９８条第３項の規定により、保有個人
情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければならないこととなっています。 

２ 「氏名」「住所又は居所」 
あなたの氏名、住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所により、利用停止決

定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。 
連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。 
なお、法定代理人又は任意代理人（以下「代理人」という）による利用停止請求の場合には、代理人の氏名、住

所又は居所及び電話番号を記載してください。 
３ 「利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日等」 
⑴ 「利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日等」 

利用停止請求に係る保有個人情報について、開示を受けた日を記載してください。 
⑵ 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が記録されている行政文書の名称等」 

開示決定通知書の文書番号及び開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報が記録された行政文書の名称を記
載してください。なお、保有個人情報の訂正請求ができるのは、次に掲げるものです。 
ア 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報（法第９０条第１項第１号） 
イ 開示決定に係る保有個人情報であって、法第８８条第１項の他の法令の規定により開示を受けたもの（法第
９０条第１項第２号） 

⑶ 「利用停止請求の趣旨及び理由」 
ア 「利用停止請求の趣旨」 

利用停止請求の趣旨は、「第１号該当」又は「第２号該当」のいずれか該当する□にレ点を記入してくださ
い。 
(ア) 「第１号該当」には、法第６１条第２項の規定（個人情報の保有制限）に違反して保有されているとき、

法６３条の規定（不適正な利用の禁止）に違反して取り扱われているとき、法６４条の規定（適正取得）に
違反して取得されたものであるとき又は法第６９条第１項及び第２項の規定（目的外利用制限）に違反して
利用されていると考えるときに、□にレ点を記入してください。 

(イ) 「第２号該当」には、法第６９条第１項及び第２項の規定（目的外提供制限）又は法第７１条第１項の規
定（外国第三者提供制限）に違反して他の行政機関等に提供されていると考えるときに、□にレ点を記入し
てください。 

イ 「利用停止請求の理由」 
利用停止請求の理由は、利用停止請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。 
なお、本欄に記載しきれない場合には、本欄を参考に別様に記載し、本請求書に添付してください。 

４ 「利用停止決定通知書等を書面により交付する場合における公印の押印の必要の有無」 
利用停止決定通知書等に公印が押印されていなくても、通知書としての効力に影響は生じませんが、次の各号に

掲げる通知書を書面により送付する場合において、公印の押印が必要であるときには、「利用停止決定通知書等へ
の公印を希望する。」に、レ点を記載してください。 
⑴ 法第１０１条第１項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の通知書 
⑵ 法第１０１条第２項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の通知書 
⑶ 法第１０２条第２項の規定による延長後の期間及び延長の理由の通知書 
⑷ 法第１０３条の規定による利用停止決定等の期限の特例を適用する旨等の通知書 

５ 本人確認等 
⑴ 窓口来所による利用停止請求の場合 

窓口に来所して利用停止請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第２９条にお
いて読み替えて適用する同令第２２条(第４項及び第５項を除く。)に規定する運転免許証、健康保険被保険者
証、個人番号カード（住民基本台帳カード（注）、ただし、個人番号通知カードは不可）、在留カード、特別永
住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示・
提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、これらの本人確認書類の提
出ができない場合は、利用停止請求窓口に事前に相談してください。 

（注）住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなさ
れ、引き続き使用可能です。 

⑵ 送付による利用停止請求の場合 
保有個人情報利用停止請求書を送付して利用停止請求をする場合には、⑴の本人確認書類を複写機により複写

したものに併せて、住民票の写し（ただし、訂正請求の前３０日以内に作成された市町村等が発行する公文書に
限り、その複写物による提出は認められません。）を提出してください。住民票の写しが提出できない場合は、
利用停止請求窓口に事前に相談してください。 
個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写してください。なお、住民票の

写しに個人番号の記載がある場合は、当該個人番号を黒塗りしてください。また、被保険者証を複写機により複
写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者番号・記号を黒塗りにしてください。 

⑶ 代理人による利用停止請求の場合 
「本人の状況等」欄は、代理人による利用停止請求の場合に記載してください。 

ア 法定代理人が利用停止請求をする場合には、法定代理人自身に係る⑴に掲げる書類又は⑵に掲げる書類に併
せて、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類（た
だし、利用停止請求の前３０日以内に作成されたものに限ります。）を提示又は提出してください。 
なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村長等が発行する公文書であり、その

複写物による提示又は提出は認められません。 
イ 任意代理人が利用停止請求をする場合には、任意代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に
併せて、委任状その他その資格を証明する書類（ただし、利用停止請求の前３０日以内に作成された原本に限
ります。）を提出してください。ただし、委任状については、(ア)委任者の実印により押印した上で印鑑登録
証明書（ただし、利用停止請求の前３０日以内に作成されたものに限ります。）を添付するか又は(イ)委任者
の運転免許証、個人番号カード（ただし、個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に限り発行される書類
の写しを添付して提出してください。なお、委任状は、その複写物よる提出は認められません。 



様式第２９（第４１条関係） 

 

 

委  任  状 

 

 

（代理人）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                               

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 個人情報の利用停止請求を行う権限 

２ 利用停止決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

３ 利用停止決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

４ 利用停止請求に係る個人情報を利用停止する旨の決定通知を受ける権限及び利用停止請求に係

る個人情報を利用停止しない旨の決定通知を受ける権限 

 

 

令和○年○月○日 

 

 

（委任者）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                            印  

 

連絡先電話番号                           

 

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 

 

次のいずれかの措置をお取りください。 

 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、利用停止請求の前３０日以内に

作成されたものに限ります。）を添付する。 

 

２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に

限り発行される書類の複写物を添付する。 

 

  



様式第３０（第４１条関係） 

 

 

委  任  状 

 

 

（代理人）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                               

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 特定個人情報の利用停止請求を行う権限 

２ 利用停止決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

３ 利用停止決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

４ 利用停止請求に係る特定個人情報を利用停止する旨の決定通知を受ける権限及び利用停止請求

に係る特定個人情報を利用停止しない旨の決定通知を受ける権限 

 

令和○年○月○日 

 

 

（委任者）住 所                               

 

氏 名
（ふりがな）

                            印  

 

連絡先電話番号                           

 



（裏面又は別添） 

〈記載に当たっての注意事項〉 

 

次のいずれかの措置をお取りください。 

 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、利用停止請求の前３０日以内に

作成されたものに限ります。）を添付する。 

 

２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし個人番号通知カードは不可）等本人に対し一に

限り発行される書類の複写物を添付する。 

 

  



様式第３１（第４８条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（利用停止請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

利用停止決定等の期限の延長について（通知） 

 

令和○年○月○日付けの保有個人情報の利用停止請求については、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第１０２条第２項の規定に基づき、下記のとおり利用停止決定等の期

限を延長することとしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 利用停止請求に係る保有個人情報が記録された行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 延長後の期間 

 

３  延長の理由 

 

 

＊担当課等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第３２（第４９条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（利用停止請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

利用停止決定等の期限の特例規定の適用について（通知） 

 

令和○年○月○日付けの保有個人情報の利用停止請求については、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第１０３条の規定に基づき、下記のとおり利用

停止決定等の期限を延長することとしたので通知します。 

 

記 

 

１ 利用停止請求に係る保有個人情報が記録された行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 法第１０３条の規定（利用停止決定等の期限の特例）を適用することとした理由 

 

３  利用停止決定等をする期限 

令和○年○月○日（ ） 

 

＊担当課等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第３３（第５０条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報利用停止決定通知書 

 

（利用停止請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで利用停止請求のありました保有個人情報について、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５８号）第１０１条第１項の規定に基づき、下記のとおり、利用停止

することとしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 利用停止請求に係る保有個人情報が記録された行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 利用停止請求の趣旨 

 

３ 決定した利用停止の内容及び理由 

 

４ 利用停止しないこととした部分とその理由 

 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

＊ 利用停止請求受付日 

補正期間 

利用停止決定日 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



（裏面又は別添） 

〈説明事項〉 

１  利用停止をしないこととした部分に係る審査請求等 

利用停止をしないこととした部分について、不服がある場合には、行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第２条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、防衛装備庁長官に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経

過したときは審査請求をすることができません。 

利用停止をしないこととされた部分について、取消しを求める訴訟を提起する場合には、行政

事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日か

ら６か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同

法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定が

あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起する

ことができません。 

２  連絡先 

審査請求の方法等について、ご不明な点等がございましたら、連絡先までお問い合わせくださ

い。 

 

＊連絡先： 

 

  



様式第３４（第５０条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

保有個人情報利用不停止決定通知書 

 

（利用停止請求者） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

令和○年○月○日付けで利用停止請求のありました保有個人情報について、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）第１０１条第２項の規定に基づき、下記のとおり、利用停止

しないことと決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 利用停止請求に係る保有個人情報が記録された行政文書の名称及び開示された日等 

 

２ 利用停止しないこととした理由 

 

 

（注）この決定に不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に

基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、防衛装備庁長官

に対して審査請求をすることができます。ただし、決定があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過したときは審査請求を

することができません。 

この決定の取消しを求める訴訟を提起するときは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３

９号）の規定に基づき、この決定があったことを知った日から６か月以内に、国を被告として

（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、同法第１２条に規定する裁判所に

処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から６

か月以内であっても、決定の日から１年を経過したときは提起することができません。 

 

＊ 利用停止請求受付日 

補正期間 

利用不停止決定日 

 

 

 

 

 

 

請求受付番号：                

 

印 



様式第３５（第５２条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（審査請求人等） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

情報公開・個人情報保護審査会への諮問について（通知） 

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条の規定に基づく開示決定等に

対する次の審査請求について、同法第１０５条第１項の規定により情報公開・個人情報保護審査会

に諮問したので、同条第２項の規定により通知します。 

 

１ 審査請求に係る保有個

人情報が記録されている

行政文書の名称等 

 

２ 審査請求に係る開示決 

定等 

（開示決定等の種類） 

□ 開示決定 

□ 一部開示決定 

□ 不開示決定 

⑴ 開示決定等の日付、文書番号 

令和○年○月○日 ○○○第○○○号 

⑵ 開示決定等をした者 

防衛装備庁長官 

⑶ 開示決定等の概要 

３ 審査請求 ⑴ 審査請求日 

令和○年○月○日 

⑵ 審査請求の趣旨 

 

４ 諮問日・諮問番号 令和○年○月○日・令和○年（   ）諮問第○○○号 

 

 

＊担当課等 

 

印 



様式第３６（第５２条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（審査請求人等） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

情報公開・個人情報保護審査会への諮問について（通知） 

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９３条の規定に基づく訂正決定等に

対する次の審査請求について、同法第１０５条第１項の規定により情報公開・個人情報保護審査会

に諮問したので、同条第２項の規定により通知します。 

 

１ 審査請求に係る保有個

人情報が記録されている

行政文書の名称等 

 

２ 審査請求に係る訂正決

定等 

（訂正決定等の種類） 

□ 訂正決定 

□ 一部訂正決定 

□ 不訂正決定 

⑴ 訂正決定等の日付、文書番号 

令和○年○月○日 ○○○第○○○号 

⑵ 訂正決定等をした者 

防衛装備庁長官 

⑶ 訂正決定等の概要 

３ 審査請求 ⑴ 審査請求日 

令和○年○月○日 

⑵ 審査請求の趣旨 

 

４ 諮問日・諮問番号 令和○年○月○日・令和○年（   ）諮問第○○○号 

 

 

＊担当課等 

 

印 



様式第３７（第５２条関係） 

○○○第○○○号 

令和○年○月○日 

 

（審査請求人等） 殿 

 

 

防衛装備庁長官 

 

 

情報公開・個人情報保護審査会への諮問について（通知） 

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０１条の規定に基づく利用停止決

定等に対する次の審査請求について、同法第１０５条第１項の規定により情報公開・個人情報保護

審査会に諮問したので、同条第２項の規定により通知します。 

 

１ 審査請求に係る保有個

人情報が記録されている

行政文書の名称等 

 

２ 審査請求に係る利用停

止決定等 

（利用停止決定等の種類） 

□ 利用停止決定 

□ 一部利用停止決定 

□ 利用不停止決定 

⑴ 利用停止決定等の日付、文書番号 

令和○年○月○日 ○○○第○○○号 

⑵ 利用停止決定等をした者 

防衛装備庁長官 

⑶ 利用停止決定等の概要 

３ 審査請求 ⑴ 審査請求日 

令和○年○月○日 

⑵ 審査請求の趣旨 

 

４ 諮問日・諮問番号 令和○年○月○日・令和○年（   ）諮問第○○○号 

 

 

＊担当課等 

 

印 


